
件 件 件 件
千円 千円 千円 千円

その他の補助金

       補助金調書

補助金名 森林基幹道整備事業補助金 担当課
（連絡先）

農林水産局農林部森林・林政課
(ＴＥＬ 092-711-4846 )

交　付　先 □　団体

（公募の場合）
応募要件

交付先決定方法 　　□　非公募
（公募の場合）

公募時期

早良広域基幹林道推進協議会 区分

100

補助金の目的
及び

補助対象事業

地権者及び森林組合が中心となり、「早良広域基幹林道推進協議会」を設立し、関係地
域町内会長等を含めて、早良地区における森林の保育管理の適正化、林業生産団地
の広域化と生産性の向上を図り、地域生活環境整備の骨格となる森林基幹道の早期
開設及び開設事業推進について協議・活動を行う。

交付対象経費及び
補助金の算定方法

等
　□　定率

推進協議会が実施する森林基幹道開設推進に関する事業に要した経費
の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助率は、対象事業費の１／２以内

補助開始年度

前々々年度

0 1 1

H7 年度

前年度 前々年度

経過年数 18 年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではあり
ません。また、当該年度は当初予算額を記載しております。

0 37 191

前年度補助事業
の主な実施概要

協議会の予算内にて交付対象経費について，経費を負担できるようになったため補助
金の交付申請がなかった。

補助金交付
による効果

・森林基幹道の早期開設に向けた地元推進母体の強化を図ることができる。
・行政と一体となって事業の推進を図ることが出来る。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

当該年度
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